
1 

愛知県企業庁工事検査要領 

 

（目 的） 

第１条 この要領は、別に定めるもののほか、愛知県企業庁の発注する工事に係る検査員

の行う検査について､必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)工 事 建設工事（建設、改良及び修繕工事）、設計、測量等の委託業務（以下「委

託業務」という。）並びに資材の製作（１件 100 万円を超える資材の購入を含む。

以下「資材製作」という。）をいう。 

(2)本庁施行工事 本庁において契約し、施行する工事をいう。 

(3)本庁契約工事 本庁施行工事を除いた工事で、本庁において契約する工事をいう。 

(4)所長委任工事 出先機関において契約する工事をいう。 

(5)特別検査工事 所長委任工事で、当初契約金額が１件 8,000 万円以上の建設工事を

いう。ただし、用地造成事務所及び水質試験所の建設工事にあっては、当初契約金

額が１件 2,000 万円以上のものをいう。 

(6)特別検査業務 本庁契約工事で愛知県企業庁浄水場等運転管理業務委託契約約款

を適用する浄水場、取水場及びポンプ場の運転管理業務委託又は維持管理業務委託

（以下「浄水場等運転管理業務委託」という。）をいう。 

(7)契約者 建設工事にあっては請負者を、委託業務にあっては受注者を、資材製作に

あっては納入者を表し、愛知県企業庁と契約を締結した者をいう。 

 

（検査の種類等） 

第３条 検査の種類は次のとおりとする。 

(1)完了検査 完了検査は次の場合に行うものとする。 

ア 工事が完了したとき。 

イ 部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完了したとき。 

(2) 出来形検査 出来形検査は、次の場合に工事の既済部分について行うものとする。 

ア 部分払若しくは部分使用をしようとするとき。 

イ 損害金を徴収して契約期間を延長しようとするとき。 

ウ 履行遅滞の場合において、継続施行を承諾しようとするとき。 

エ 工事の施行を中止しようとするとき。 

オ 契約を解除しようとするとき。 

カ 年度末において工事を繰り越そうとするとき。 

(3) 中間検査 中間検査は次の場合に行うものとする。 

ア 建設工事の適正な技術的施工を確保しようとするとき。 
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（工事の検査） 

第４条 庁長又は所長が行う工事の検査は、別表の区分により行うものとする。 

 

（検査員の任命） 

第５条 検査員は、庁長が行う検査にあっては庁長が、所長が行う検査にあっては所長が

任命するものとする。 

２ 検査員は、職員のうちから任命するものとする。 

３ 検査員の任命の時期は次のとおりとする。 

(1)工事（資材製作を除く）に係る検査 

ア 完了検査 

(ｱ)本庁施行工事及び所長委任工事（特別検査工事は除く）及び特別検査業務は完了

通知の提出があったとき。 

(ｲ)本庁契約工事（特別検査業務を除く）は完了通知の副申があったとき 

(ｳ)特別検査工事は完了検査依頼書の提出があったとき。 

イ 出来形検査 

(ｱ)部分払の場合にあっては、出来形検査の請求があったとき。 

(ｲ)部分使用の場合にあっては、部分使用をしようとするとき。 

(ｳ)損害金を徴収して契約期間を延長する場合にあっては、契約期間の延長を承認し

ようとするとき。 

(ｴ)工事中止の場合にあっては、工事を中止しようとするとき。 

(ｵ)契約解除の場合にあっては、契約を解除しようとするとき。 

(ｶ)年度末の工事繰越の場合にあっては、工事を繰り越そうとするとき。 

ウ 中間検査 

庁長又は所長が、中間検査の実施を必要と認めたとき。 

(2)資材製作に係る検査 

契約締結の通知のあったとき又は契約締結のとき。 

 

（検査の時期） 

第６条 完了検査は、完了通知の提出があってから、建設工事にあっては完了通知を受け

た日から起算して 14 日以内、委託業務にあっては完了通知を受けた日から起算して 10

日以内に行わなければならない。ただし、資材製作にあっては納入の都度遅滞なく行う

ものとする。 

２ 出来形検査は、検査員任命後遅滞なく行うものとする。 

３ 前２項以外の検査は、必要なときに遅滞なく行うものとする。 

 

（検査の基準） 

第７条 工事の検査は、別に定める愛知県企業庁工事検査基準に基づき行うものとする。 
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（検査の準備） 

第８条 庁長は、本庁契約工事及び特別検査工事について検査を行う場合は、日時及び検

査対象工事名等を所長に通知するものとする。 

２ 所長は、前項の通知があったときは、次の各号について措置するものとする。 

(1)監督員及び契約者に対する検査実施の通知 

(2)現地については必要により検査範囲等の表示 

(3)設計図書、工事記録写真、材料検査の結果等工事実施上の関係書類の整備 

(4)検査に必要と認める用具の準備 

(5)その他必要と認める事項 

３ 本庁契約工事及び特別検査工事以外の工事の検査は、前項を準用するものとする。 

 

（検査の立会） 

第９条 建設工事における検査は、当該工事の監督員及び契約者又は現場代理人及び主任

技術者又は監理技術者の立会のもとに行うものとする。 

２ 委託業務における検査は、当該委託業務の監督員及び契約者又は管理技術者等の立会

のもとに行うものとする。 

３ 資材製作における検査は、前２項を準用するものとする。 

４ 庁長が行う検査にあっては、所長若しくは所長の指名した職員も立会うことができる

ものとする。 

 

（検査の実施） 

第 10 条 検査員は、検査に際し、関係書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を

求めることができる。 

２ 建設工事の検査は、原則として現地において、設計図書等と対比してその位置、形状、

寸法等の相違及び品質、性能、数量その他必要な事項について確認するものとする。 

３ 委託業務の検査は、契約書、設計図書及びその他関係図書等に基づき、成果品、その

他必要な事項について確認するものとする。 

４ 資材製作に係る検査は、納入の都度その給付の内容及び数量について確認するものと

する。 

５ 検査員は、完了検査の結果、その給付が契約内容に適合すると認めるときは合格の、

適合しないと認めるときは不合格の判定をするものとする。 

 

（完了検査の報告） 

第 11 条 検査員は、完了検査（資材製作を除く）を行ったときは、完了検査調書（様式第

１）及び工事検査記録（様式第５）を作成し、本庁施行工事、本庁契約工事（特別検査

業務を除く）及び特別検査工事にあっては庁長に、特別検査業務及び所長委任工事（特

別検査工事を除く）にあっては所長に提出するものとする。 

この場合において検査の結果、その給付に不完全な部分があると認めたときは、検査

調書に添えて修補補正調書（様式第２）を提出するものとする。 

２ 庁長は、特別検査工事について前項の調書の提出があったときは、当該調書を完了検
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査結果通知書（特別検査工事）（様式第３(その１)）に添えて、所長に通知するものと

する。 

３ 所長は、特別検査業務について第１項の調書の提出があったときは、当該調書を完了

検査結果報告書（特別検査業務）（様式第３(その２)）に添えて、庁長に報告するもの

とする。 

 

（出来形検査の報告） 

第 12 条 検査員は出来形検査を行ったときは、出来形検査調書（様式第４(その１)）を作

成し、出来形調書（様式第４(その１ 別紙)）を添えて、本庁施行工事及び本庁契約工事

（第３条第 2 号ア・ウ・オについては所長を経由）にあっては庁長に、所長委任工事に

あっては所長に提出するものとする。 

 

（中間検査の報告） 

第 13 条 検査員は、中間検査を行ったときは工事検査記録を作成し、庁長または所長に提

出するものとする。 

 

（資材製作に係る検査の報告） 

第 14 条 検査員は、資材製作に係る検査を行ったときは資材検収簿（様式第７）を記載す

るものとする。なお、納入が完了したときは第 11 条の規定により、出来形を確認したと

きは第 12 条の規定によるものとする。 

 

（検査の中止） 

第 15 条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、検査を中止し、速やかにその旨を庁

長又は所長に報告するものとする。 

(1)契約者が検査の執行を妨害し、又は検査の執行に協力しないとき。 

(2)修補補正等の部分がはなはだしいとき。 

(3)工事施工結果に重大な欠陥があったとき。 

 

（修補補正の命令） 

第 16 条 庁長は、検査員から修補補正調書を受理したときは、修補補正指示書（様式第８）

により、本庁施行工事にあっては直接契約者に、本庁契約工事にあっては所長を経由し

て契約者に修補補正を命ずるものとする。 

２ 所長は、庁長から特別検査工事の修補補正調書を受理したとき、又は検査員から所長

委任工事（特別検査工事を除く。）の修補補正調書を受理したときは、修補補正指示書

により契約者に修補補正を命ずるものとする。 

３ 検査員は、修補補正を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は前２項の規定に

かかわらず、検査の際に修補補正指示書（様式第８）を契約者に交付することができる

ものとする。この場合においては、その旨を修補補正調書に記載し、指示書の写しによ

り本庁契約工事及び所長委任工事にあっては所長に、本庁施行工事にあっては庁長に通

知するものとする。 
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（修補補正の確認） 

第 17 条 完了検査を行った検査員は、修補補正の完了を確認するため、検査を行わなけれ

ばならない。ただし、修補補正の内容が軽易な場合には、実施状況に関する各種の記録

及び工事写真等によりその内容を確認することをもって検査に代えることができるも

のとする。 

２ 前項の検査は、第５条から第 11 条まで及び第 16 条に準じて行うものとする。 

３ 検査員は、修補補正に係る検査を行ったときは速やかに庁長又は所長に修補補正完了

検査調書（様式第９）を提出するものとする。 

４ 庁長は、特別検査工事について、前項の修補補正完了検査調書を受理したときは、当

該調書を完了検査結果通知書（特別検査工事）に添付し、所長に通知するものとする。 

５ 所長は、特別検査業務について第３項の調書の提出があったときは、当該調書を完了

検査結果報告書（特別検査業務）に添付し、庁長に報告するものとする。 

 

（臨機の措置） 

第 18 条 検査員は、検査にあたり、事態が重大でかつ処理に急を要すると認める事項があ

るときは直ちに任命した庁長又は所長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（工事成績の評定） 

第 19 条 検査員は、工事成績評定の対象となる建設工事の検査が完了したときは、その成

績について別に定める愛知県企業庁建設工事成績評定要領により評定するものとする。 

２ 検査員は、委託業務成績評定の対象となる委託業務が完了したときは、その成績につい

て別に定める委託業務成績評定要領により評定するものとする。 

 

（検査結果の通知） 

第 20 条 検査結果の通知は、次の各号によるものとする。 

１ 完了検査 

(1)本庁施行工事及び本庁契約工事にあっては庁長が、所長委任工事にあっては所長が

検査の結果及び工事目的物の引き渡しの時期を完了検査合格通知書（様式第 10）によ

り、契約者に通知するものとする。 

(2)庁長は本庁契約工事について、契約者に通知したときは、完了検査合格通知書及び

検査調書の写し（特別検査業務は完了検査合格通知書のみとする。）を所長に送付す

るものとする。 

２ 出来形検査 

庁長又は所長は、部分払における検査の結果を速やかに出来形検査結果通知書（様式

第４(その２)）により契約者に通知するものとする。 

 

  附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 



別表

工事の検査

完了検査 完了、部分完了

部分払い、部分使用、中止、繰越

損害金徴取、契約解除

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認

完了検査 完了、部分完了 庁長

部分払い、部分使用、中止、繰越 所長

損害金徴取、契約解除 庁長

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認 庁長

完了検査 完了、部分完了 庁長

部分払い、部分使用、中止、繰越 所長

損害金徴取、契約解除 所長

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認 庁長

完了検査 完了、部分完了

部分払い、部分使用、中止、繰越

損害金徴取、契約解除

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認

完了検査 完了、部分完了

部分払い、部分使用、中止、繰越

損害金徴取、契約解除

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認

完了検査 完了、部分完了 所長

部分払い、部分使用、中止、繰越 所長

損害金徴取、契約解除 庁長

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認 所長

完了検査 完了、部分完了 庁長

部分払い、部分使用、中止、繰越 所長

損害金徴取、契約解除 庁長

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認 庁長

完了検査 完了、部分完了

部分払い、部分使用、中止、繰越

損害金徴取、契約解除

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認

完了検査 完了、部分完了

部分払い、部分使用、中止、繰越

損害金徴取、契約解除

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認

完了検査 完了、部分完了 庁長

部分払い、部分使用、中止、繰越 所長

損害金徴取、契約解除 庁長

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認 庁長

完了検査 完了、部分完了

部分払い、部分使用、中止、繰越

損害金徴取、契約解除

中間検査 技術的施工の確報、施工中の確認

所長

検査実施

建設工事

本庁施行工事 出来形検査

本庁契約工事

内　容 区　分 検査の種類

庁長

出来形検査

所長委任工事

特別検査工事 出来形検査

上記以外 出来形検査

上記以外 出来形検査

出来形検査所長委任工事

業務委託

本庁施行工事 出来形検査

本庁契約工事

特別検査業務 出来形検査

所長委任工事

資材製作

本庁施行工事 出来形検査

本庁契約工事 出来形検査

庁長

所長

所長

庁長

出来形検査



1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5

6 着　手　　年　　月　　日

完　了　　年　　月　　日

7

8

9

10 %

11

12

13

14

出 来 形 率

検 査 年 月 日

検 査 区 分 完了・部分完了

検 査 結 果 合格

検 査 所 見

履 行 期 間

完 了 年 月 日 　　年　　月　　日

完 了 届 受 理 日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

受 注 者

記

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

請 負 代 金 額

契 約 日

完　　了　　検　　査　　調　　書

愛知県公営企業管理者企業庁長　殿

　（所　　　　　　　　長） 令和  　年  　月 　日

検　査　員　　

　　検査の結果については、下記のとおりです。



様式第２

指示書を交付しました。

（注） 修補補正指示書を交付した場合は指示書写しの添付をもって代えることができる。

内 容

修 補 補 正 調 書

不 完 全 な 給 付 内 容 修 補 補 正 を
指 示 し た

さ せ る



様式第３　（その１）

企　　業　　庁　　長

　　　年　　月　　日付け　　第　　号の依頼については、下記のとおり検査しました。

１　工 事 名

２　検査区分 完了・部分完了

３　検査結果 別紙 検査記録及び検査調書のとおり

担当

電話

記

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

完了検査結果通知書（特別検査工事）

○　○　所　長　殿　

　



様式第３　（その２）

○　○　所　長

下記のとおり検査しました。

１　委託業務名

２　検査区分 完了（部分完了）検査　（　　年度第　四半期分）

３　検査結果 別紙 検査記録及び検査調書のとおり

担当

電話

記

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

完了検査結果報告書（特別検査業務）

企  業  庁  長　殿　

　



様式第４（その１）

　検査の結果については、下記のとおりです。

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 着　手

完　了

6

7

8 出来形　　　　　　　　　　　　　　　　　パーセント

9

契約番号

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

出　　来　　形　　検　　査　　調　　書

記

検査員　　　　　　　　　

　（所　　　　　　　　長）

　　　年　　月　　日

愛知県公営企業管理者企業庁長　殿

検 査 結 果

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

　　年　　月　　日

請 負 者

検 査 年 月 日

検 査 所 見



様式第４　（その２）

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 着　手

完　了

6

7 　出来形　　　　　　　　　　　　　　　　パーセント

愛知県公営企業管理者企業庁長　　印　　　

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

検 査 結 果

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

請 負 代 金 額

契約番号

（　　　　　　　　    所 長　）　　　

　出　来　形　検　査　の　結　果　に　つ　い　て　（　通　知　）

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

契 約 締 結 年 月 日

　　　年　　月　　日の出来形検査の結果は、下記のとおりです。



様式第５
事務所

円 総括監督員

円 主任監督員

円 専任監督員

円

自 　  年  　月  　日

工期 至 　  年  　月  　日

変更至 　  年  　月  　日

請負者 現場代理人

主任技術者

監理技術者

専門技術者

完了年月日 　  年  　月  　日

完了通知受理年月日 　  年  　月  　日

検査日 　  年  　月  　日 （進捗率　　　　％） （計画　　　　％）

検査員　 　　　－　(　　　　）

　　　－　(　　　　）

立会者 (県) 　　　－　(　　　　）

(請) 　　　－　(　　　　）

検査日 　  年  　月  　日 （進捗率　　　　％） （計画　　　　％）

検査員 　　　－　(　　　　）

　　　－　(　　　　）

立会者 (県) 　　　－　(　　　　）

(請) 　　　－　(　　　　）

検査日 　  年  　月  　日 （進捗率　　　　％） （計画　　　　％）

検査員 　　　－　(　　　　）

　　　－　(　　　　）

立会者 (県) 　　　－　(　　　　）

(請) 　　　－　(　　　　）

検査日 　  年  　月  　日

検査員

意見・措置

立会者 (県)

(請)

第
　
　
回

検　査　区　分

設
　
計
　
概
　
要

（
当
初

）

請 負 代 金 額

変 更 設 計 金 額

変更請負代金額

第
　
　
回

第
　
　
回

合　　否判定

検　査　意　見

20230000000

工 事 場 所

工

事

費

設 計 金 額

完了検査

工　事　検　査　記　録

（
変
更

）

 点　評定点

中
　
間
　
検
　
査

路線等の名称

工 事 名



年 月 日

殿

様式第6

企 業 庁 長
（ 所 長 ）

検 査 員

中 間 検 査 報 告 書

中間検査の結果については、別紙のとおりです。

検 査 件 数



様式第７

資材製作名 契約者

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

規格
単
位

数量
検査員
確認

備 考

資　　材　　検　　収　　簿

（　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

決 裁 欄 年月日 品 名



様式第８

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 着　手

完　了

6

7

愛知県公営企業管理者企業庁長　　印　　　

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

修補補正指示内容

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

工 期

不完全な給付内容

　　　下記工事は、完了検査の結果、給付内容が不完全ですから、愛知県企業庁○○○契約約款

契約番号

（　　　　　　　　　　    所 長　）　　　

　　第○○条の規定により、　　　年　　月　　日までに下記のとおり修補補正することを求めます。

記

（　検査員　　　　職  氏名　）　　　

　修　補　補　正　の　指　示　に　つ　い　て　（　通　知　）

　　年　　月　　日



様式第９

　検査の結果については、下記のとおりです。

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 着　手

完　了

6

7

8

9

10

11

　　年　　月　　日

検 査 結 果

摘 要

検 査 年 月 日

工 事 場 所

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

記

工 期

完 了 年 月 日

検査員　　　　　　　　　　　　　　　

　（所　　　　　　　　長）

　　　年　　月　　日

　愛知県公営企業管理者企業庁長　殿

修　　補　　補　　正　　完　　了　　検　　査　　調　　書

請 負 者

　　年　　月　　日

工 事 名

路 線 等 の 名 称

修補補正完了年月日 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日



様式第１０（その１）

　下記工事は　　　　　年　　月　　日の検査に合格しました。

1

2

3

4 　金　　　　　　　　　　　　　　　　円

5 着　手

完　了

6

7

8 　完了・部分完了

契約番号

完了検査合格通知書

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

工 事 名

　　　　　　　　　　　　　　　様

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

記

愛知県公営企業管理者企業庁長　　印　　　

検 査 区 分

（　　　　　　　　    　　　　所 長　）　　　

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

　　年　　月　　日引 渡 し 年 月 日

契 約 締 結 年 月 日 　　年　　月　　日


